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◎
個
人
住
民
税　

・
16
歳
未
満
の
扶

養
控
除
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

・
年
齢
16
歳
以
上
19
歳
未
満
の
人
に

か
か
る
扶
養
控
除
の
上
乗
せ
部
分

（
12
万
円
）が
廃
止
さ
れ
、
扶
養
控
除

の
額
が
45
万
円
か
ら
33
万
円
に
な
り

ま
す
。
な
お
、
年
齢
19
歳
以
上
23
歳

未
満
の
人
の
扶
養
控
除
額
は
、
以
前

と
変
わ
ら
ず
45
万
円
で
す
。

・
こ
れ
ま
で
同
居
特
別
障
害
者
の
加

算
控
除
額（
23
万
円
）は
扶
養
控
除
の

額
に
加
算
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
年

少
扶
養
親
族（
16
歳
未
満
）に
対
す
る

扶
養
控
除
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
特
別
障
害
者
の
障
害
者
控
除

（
30
万
円
）に
加
算
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
同
居
特
別
障
害
者

の
障
害
者
控
除
額
が
53
万
円
に
な
り

ま
す
。

◎
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

　

平
成
24
年
度
の
税
制
改
正
に
伴
い
、

土
地
に
係
る
住
宅
用
地
の
据
置
特
例

が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。
評
価
額
が
急

激
に
上
昇
し
て
も
緩
や
か
に
是
正
す

る
仕
組
み（
負
担
調
整
措
置
）に
お
い

て
、
従
来
は
、
負
担
水
準
が
80
％
以

上
100
％
未
満
の
住
宅
用
地
に
つ
い
て

前
年
度
据
置
特
例
が
適
用
さ
れ
て
お

り
ま
し
た
が
、
今
回
の
改
正
に
よ
り

平
成
24
年
度
、
平
成
25
年
度
は
90
％

以
上
100
％
未
満
に
適
用
さ
れ
、
平
成

26
年
度
は
廃
止
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
負
担
水
準
が
90
％
未

満
の
住
宅
用
地
で
は
、
評
価
額
が
下

落
し
て
も
課
税
標
準
額
額
は
上
昇
し

ま
す
。

平
成
　
年
度
の
市
税
等
の
お
知
ら
せ

24
　

市
税
等
に
は
、
個
人
住
民
税
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
平

成
24
年
度
の
主
な
市
税
等
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
24
年
度
か
ら
都
市
計
画
税
の
税
率
を
０
．25
％

か
ら
0.2
％
に
引
き
下
げ
ま
す
。

平
成
24
年
度
の

主
な
改
正
点

前年度課税標準額＋評価額×住宅用地特例率(※1)×5％＝Ａ
Ａが評価額×(※1)×80％を上回る場合は評価額×(※1)×80％
Ａが評価額×(※1)×20％を下回る場合は評価額×(※1)×20％

負担水準

負担水準

負担水準

前年度課税標準額＋評価額×住宅用地特例率(※1)×5％＝Ａ
Ａが評価額×(※1)×90％を上回る場合は評価額×(※1)×90％
Ａが評価額×(※1)×20％を下回る場合は評価額×(※1)×20％

前年度課税標準額＋評価額×住宅用地特例率(※1)×5％＝Ａ
Ａが評価額×(※1)を上回る場合は評価額×(※1)
Ａが評価額×(※1)×20％を下回る場合は評価額×(※1)×20％

前年度
据置き
(据置特例)

前年度
据置き

評価額×
住宅用地
特例率

評価額×
住宅用地
特例率

評価額×
住宅用地
特例率

従来

負担調整措置の仕組み（平成24年度～平成26年度）

H24･H25

H26

◎課税標準額とは
　　税額を求めるためのもととなる額です。この
　額に税率を掛けて税額を求めます。
◎負担水準とは
　　課税標準額が評価額に対してどの程度まで達
　しているかを示すものです。

【用語説明】住宅用地の場合

負担水準を基に下図に応じて課税標準額を算出します。

負担水準＝ 　　　　前年度課税標準額　　　　　　×100
 新年度評価額×住宅用地特例率（※1) 
 ※1　固定資産税：小規模住宅は1/6、一般住宅は1/3
 　　　都市計画税：小規模住宅は1/3、一般住宅は2/3
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◆平成24年度の市税等のお知らせ

◎
個
人
住
民
税

　

そ
の
年
の
１
月
１
日
に
お
住
ま
い

の
市
町
村
で
、
県
民
税
と
あ
わ
せ

て
１
年
分
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
個

人
市
民
税
の
10
％
減
税
は
、
平
成

24
年
度
の
実
施

を
見
送
り
ま
し

た
の
で
、
市
民

税
の
均
等
割
額

は「
３
，０
０
０

円
」に
、
所
得

割
額
の
税
率
は

「
６
％
」に
戻
り

ま
す
。

◎
法
人
市
民
税

　

資
本
金
等
の
額
と
従
業
員
数
の
規

模
に
応
じ
た
均
等
割
額（
年
５
万
円

か
ら
300
万
円
の
９
区
分
）と
、
課
税

標
準
と
な
る
法
人
税
額
に
税
率
を
乗

じ
た
法
人
税
割
額
を
あ
わ
せ
た
税
額

が
申
告
納
付
と
な
り
ま
す
。

　

法
人
税
割
額
の
税
率
は
14
．７
％

で
す
。

　

た
だ
し
、
資
本
金
等
の
額
が
１
億

円
以
下
で
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税

額
が
500
万
円
以
下
の
法
人
は
12
．３
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

　

そ
の
年
の
１
月
１
日
に
土
地
・
家

屋
等
の
資
産
を
所
有
し
て
い
る
人
に

対
し
て
税
目
別
に
計
算
し
、
あ
わ
せ

て
課
税
さ
れ
ま
す
。

◎
軽
自
動
車
税

　

そ
の
年
の
４
月
１
日
に
軽
自
動
車

等
を
所
有（
使
用
）し
て
い
る
人
に
課

税
さ
れ
ま
す
。

　

転
出
ま
た
は
譲
渡
、
廃
棄
、
盗
難

等
で
所
有
し
な
く
な
っ
て
も
、
届
け

出
を
し
な
い
と
そ
の
ま
ま
課
税
さ
れ

ま
す
の
で
、
必
ず
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

税
額
は
車
種
別
に
、
年
１
，０
０

０
円
か
ら
７
，２
０
０
円
ま
で
の
15

区
分
で
す
。

◎
介
護
保
険
料（
第
１
号
被
保
険
者

…
65
歳
以
上
の
人
）

　

介
護
保
険
料
は
、
基
準
額
の
４
万

８
，５
０
０
円
に
、
所
得
の
状
況
に

よ
り
９
段
階
の
係
数
を
乗
じ
て
得
た

額
と
な
り
ま
す
。

　

所
得
の
状
況
に
よ
り
保
険
料
等
の

負
担
額
が
変
わ
り
ま
す
。

　

所
得
が
な
い
場
合
で
も
、
市
県
民

税
の
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◎
国
民
健
康
保
険
税

　

医
療
給
付
費
に
使
わ
れ
る「
医
療

分
」と
、
後
期
高
齢
者
を
支
援
す
る

「
支
援
分
」、
そ
し
て
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
の
う
ち
、
40
歳
以
上
65

歳
未
満
の
第
２
号
被
保
険
者
が
負
担

す
る「
介
護
分
」の
合
計
額
が
課
税
さ

れ
ま
す
。

◎
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
75
歳

以
上
の
人
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
均

等
割
額（
４
万
１
，８
６
０
円
）と
所

得
割
額（
所
得
割
率
８
．25
％
）の
合

計
額
で
、
限
度
額
は
55
万
円
で
す
。

　

被
保
険
者
お
よ
び
世
帯
主
の
所
得

の
状
況
に
よ
り
負
担
額
が
変
わ
り
ま

す
。

　

納
め
に
行
く
手
間
と
時
間
が
省

け
、
納
め
忘
れ
も
な
く
安
心
で
す
。

お
申
し
込
み
は
簡
単
で
、
一
度
登
録

す
れ
ば
毎
年
継
続
し
ま
す
。

▪
受
付
窓
口

・
取
扱
金
融
機
関
窓
口

・
税
務
課
納
税
担
当（
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
を
除
く
取
扱
金
融
機
関
へ
提
出
を

代
行
し
ま
す
）

▪
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

通
帳
・
金
融
機
関
届
出
印
・
納
税

通
知
書
等
。

　

口
座
振
替
依
頼
書
は
、
市
内
金
融

機
関
窓
口
・
税
務
課
納
税
担
当
窓
口

に
あ
り
ま
す
。

▪
取
扱
金
融
機
関

み
ず
ほ
銀
行･

三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀

行
・
三
井
住
友
銀
行
・
り
そ
な
銀
行
・

埼
玉
り
そ
な
銀
行
・
武
蔵
野
銀
行
・

三
井
住
友
信
託
銀
行
・
東
和
銀
行
・

大
光
銀
行
・
埼
玉
縣
信
用
金
庫
・
あ

だ
ち
野
農
業
協
同
組
合
・
ゆ
う
ち
ょ

銀
行

▪
郵
送
で
の
申
込
み
方
法

　

口
座
振
替
依
頼
書
に
必
要
事
項
を

記
入
・
金
融
機
関
届
出
印
を
押
印
し
、

税
務
課
納
税
担
当
へ
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。
口
座
振
替
依
頼
書
は
納
税
通

知
書
等
に
同
封
し
て
あ
り
、
切
手
不

要
で
郵
送
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印

刷
も
で
き
ま
す
。

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
市
役
所
か
ら
提

出
の
代
行
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
直

接
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
窓
口
で
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

均等割額 所得割額
区　分 一　律 一　律
市民税 3,000円 ₆％
県民税 1,000円 ₄％
合　計 4,000円 10％

税　目
課税の対象と
なる資産

税  率

固定資産税
土地･家屋･償
却資産

1.4％

都市計画税
市街化区域内
の土地・家屋

0.2％

※課税資産の内訳は、納税通知書とあ
わせて送付される課税明細書でご確認
ください。

区　分 医療分 支援分 介護分 説　　　明

税
　
　
　
率

所得割 6.2％ 1.８％ 1.0％
平成23年（前年）中
の被保険者の所得
に応じて計算

資産割 30.５％ － －
被保険者の資産
(土地・家屋のみ )
に応じて計算

均等割 ８,000円 ５,000円 ８,000円
加入者世帯の被保
険者１人当たりで
計算

平等割 1５,000円 － － １世帯当たりで計
算

市
税
等
の
あ
ら
ま
し

口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
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◆平成24年度の市税等のお知らせ

　

北
本
市
の
市
税
等
納
付
書
は
、
金

融
機
関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
利
用
で
き
ま
す
。ま
た
、

そ
の
他
に
も
次
の
よ
う
な
便
利
な
納

付
方
法
が
あ
り
ま
す
。

◎P
ay-easy

（
ペ
イ
ジ
ー
）

　

Ａ
Ｔ
Ｍ（
ペ
イ
ジ
ー
対
応
型
）、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
モ
バ

イ
ル
バ
ン
キ
ン
グ
を
利
用
し
て
納
付

が
で
き
ま
す
。
ペ
イ
ジ
ー
マ
ー
ク
の

あ
る
納
付
書
が
必
要
で
す
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
モ
バ
イ

ル
バ
ン
キ
ン
グ
は
事
前
に
契
約
が
必

要
で
す
。

◎
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

　
「Y

ahoo!

公
金
支
払
い
」を
利
用

し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
が
で

き
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続

で
き
る
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
か
ら

「Y
ahoo!

公
金
支
払
い
」へ
ア
ク
セ
ス

し
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
情
報
等
を

入
力
し
て
納
付
し
ま
す
。
そ
の
際
、
ペ

イ
ジ
ー
マ
ー
ク
の
あ
る
納
付
書
が
必
要

で
す
。
納
付
額
が
１
万
円
を
超
え
る
場

合
は
、
決
済
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

　

納
期
限
が
過
ぎ
た
場
合
と
、
100
万

円
以
上
の
納
付
書
、
延
滞
金
の
納
付

書
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

利
用
で
き
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

は
、以
下
の
ロ
ゴ
が
あ
る
も
の
で
す
。

M
aster C

ard

・V
ISA

・JC
B

・

U
C

・A
m

erican
 E

x
p

ress

・

ダ
イ
ナ
ー
ス
・Y

A
H

O
O

!

・SA
ISO

N
CA

RD

・T
S

3

◎
モ
バ
イ
ル
レ
ジ

　

モ
バ
イ
ル
レ
ジ
は
、
携
帯
ア
プ
リ
で

納
付
書
の
バ
ー
コ
ー
ド
を
撮
影
・
読

取
し
、
モ
バ
イ
ル
バ
ン
キ
ン
グ
に
接

続
し
て
納
付
す
る
方
法
で
す
。
携
帯

ア
プ
リ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
と
、
対
応

金
融
機
関
で
の
モ
バ
イ
ル
バ
ン
キ
ン

グ
契
約
が
必
要
で
す
。
30
万
円
を
超

え
る
納
付
書
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

対
応
の
携
帯
電
話
や
金
融
機
関
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　

パ
ソ
コ
ンhttp://bc-pay.jp/pc/

　

携
帯
電
話https://bc-pay.jp/

※
ペ
イ
ジ
ー
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
・

モ
バ
イ
ル
レ
ジ
を
利
用
の
場
合
、
領

収
証
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

平
成
24
年
度
の
市
税
等
の
納
付
期

限
は
、
左
表
の
と
お
り
で
す
。
各
税

目
と
も
納
付
期
限
は
各
月
の
月
末
で

す
が
、
12
月
は
条
例
の
規
定
に
よ
り

25
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
日
が
土
・
日
曜
日
、
祝
日

に
あ
た
る
と
き
は
、
直
後
の
平
日
が

納
付
期
限
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
市
税
等
は
、
納
期
限
を
過

ぎ
て
納
付
す
る
場
合
、
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
ま
す
。
必
ず
納
期
限
内
に
納

付
し
ま
し
ょ
う
。

　

所
得
が
な
い
場
合
で
も
、
市
県
民

税
の
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

市
税
等
に
は
減
免
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
、
各
担
当
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
※
な
お
、
各
納
期
限
の

７
日
前
ま
で
に
減
免
申
請
書
の
提
出

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

・
税
務
課　

市
民
税
担
当（
直
通

594-

５
５
１
８
）、
固
定
資
産
税
担

当（
直
通
594-

５
５
１
９
）、
納
税

担
当（
直
通
594-

５
５
２
０
）

・
保
険
年
金
課【
国
民
健
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　市・県民税と固定資産税・都市計画税は、前納ができます。
前納とはその年度の第₁期の振替日に₁～₄期分を全額振替
することです。なお、残高不足等で振替できなかった場合は、
₁期は納付書納付、₂期以降は期別にて振替になります。

平成24年度納付期限（振替日）一覧
※いずれの税・料も普通徴収を対象としたものです。
◎市・県民税

◎固定資産税・都市計画税

◎軽自動車税

◎国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

期　別 前　納 納付期限(振替日)
１期 ₁～₄期分 ₇月₂日（月）
₂期 ₈月31日（金）
₃期 10月31日（水）
₄期 平成2５年１月31日（木）

期　別 前　納 納付期限(振替日)
１期 ₁～₄期分 ₅月31日（木）
₂期 ₇月31日（火）
₃期 12月2５日（火）
₄期 平成2５年₂月2８日（木）

期　別 納付期限(振替日)
全期 ₅月31日（木）

期　別 納付期限(振替日)
１期 ₇月31日（火）
₂期 ₈月31日（金）
₃期 10月₁日（月）
₄期 10月31日（水）
₅期 11月30日（金）
₆期 平成2５年１月31日（木）
₇期 ₂月2８日（木）
₈期 ₄月₁日（月）


